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令和７年１２月１２日 

豊川市都市整備部市街地整備課

産業建設委員会 
（所管事務調査資料） 
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1.拠点駅周辺整備の必要性について 

（1）計画の位置づけ 
 
 
 
 
 
 
2.優良建築物等整備事業とは 
（1)事業概要 

市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地利用の共同
化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備に対して国や県・市が予算の範囲内で事業
費の一部を補助する制度です。 

本事業は、都市再開発法に基づく都市計画事業とは異なり、都市計画決定や事業認可
申請等の法定⼿続きを⾏わない任意の事業となります。⺠間事業者による施⾏が可能と
なるため、迅速かつ小回りの利く事業実施が期待できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※愛知県ホームページより 

 

 

第６次豊川市総合計画 

政策３ 建設・整備 施策②コンパクトシティの推進 

将来目標：多くの人が住み、行き来しやすい機能的な市街地が形成されているまち 

① 拠点駅への居住促進 

・優良建築物の整備促進 

優良建築物等整備事業（共同化タイプ） 

 地権者が２人の場合は従前に 200 ㎡未満 

または不整形な土地を含むこと 

２人以上の地権者が敷地の共同化を行うもの 

小さな敷地が集まり共同化 
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(2)県内の実績（令和７年６月１日現在） 

完了地区 

（8 市 55 地区） 

尾張、名古屋、 

知多 計 33 地区 

名古屋市：大曽根地区など 30 地区、北名古屋

市：西春駅東など 2 地区、東海市：太田川駅東

の 1 地区 

西三河 

計 11 地区 

岡崎市：シビック交流拠点など 2 地区、豊田市：

桜町第一の 1 地区、刈谷市：刈谷銀座など７地

区、安城市：安城南明治第一の 1 地区 

東三河 計 11 地区 豊橋市：広小路など 11 地区 

実施中地区 

（５市７地区） 

西三河 

計 5 地区 

岡崎市：康生通南二丁目の 1 地区、豊田市：三

河豊田駅前など 2 地区、刈谷市：刈谷広小路Ａ

など 2 地区 

東三河 

計 2 地区 

豊橋市：豊橋花園・魚町の 1 地区、蒲郡市：蒲

郡駅北の 1 地区 

※愛知県ホームページより 

 
3.完了地区の実例 

事例① 
地区名 豊橋駅⻄⼝駅前地区 

 建物名称 プラウドタワー豊橋 
着工／令和２年８月 完了／令和５年２月 
敷地面積 ２，０６９㎡ 建築面積 １，２００㎡  
延面積 １５，７８０㎡ 

 建物階数 地上２０階 
 用途 住宅１３７⼾、駐⾞場等 

事業費 ５５億６千万円 
 
事例② 

 地区名 安城南明治第一地区 
 建物名称 DENCITY（デンシティ） 

着工／令和元年７月 完了／令和４年２月 
敷地面積 ５，２０２㎡ 建築面積 ３，１７２㎡  
延面積 ２５，３８３㎡ 

 建物階数 地上１８階 
 用途 住宅（分譲）１２８⼾、賃貸２８⼾、オフィス、 
    タワー式駐⾞場等 

事業費 ８９億５千５百万円 
  

※機関紙「市街地再開発」 

2024 年 4 月号より 

※機関紙「市街地再開発」 

2023 年 4 月号より 

※安城市ホームページより 
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4.見込まれる効果 
（1）定住促進 

利便性の高い拠点駅周辺に高層住宅の建築を誘導し、まちなか居住補助金制度も活用
することで、主に市外からの居住誘導を図ります。 
 
（2）安全なまちづくり 
 補助の対象は災害に強い建築物で、古い建物が改修されることで、災害に強く、安全
なまちづくりが進みます。 
 
（3）土地の有効活用 
 共同化タイプを採用することで、複数の低未利用地や空き家を中心に土地活用される
ことが期待でき、また、高度利用が期待できます。 
 
（4）地域の魅力、価値の向上 
 低未利用地や空き家などを対象に改修、整備が進められることで、地域の魅力を高め、
地域の価値の向上が期待できます。 
 
5.今後のスケジュールについて 
 
 
 
 
 
 

※施⾏予定日：令和 8 年３月末 
 
 

  

１年目 
補助要綱 

策定・施⾏※ 

２年目 
業者からの 
事前相談 

３年目 
補助金申請 
交付決定 

事業開始（設
計、工事） 
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6.補助要件 
（1）対象とするタイプ 

国の補助金に加え、県の補助金が活用可能な、共同化タイプを対象とします。 
共同化タイプとは、２以上の敷地等の所有権等を有する２人以上の者が当該敷地等に

おいて１つの構えをなす建築物及び敷地等の整備を⾏うものです。 
 

（2）対象区域 
豊川市立地適正化計画において、都市機能を集約し、効率的にサービスを提供するた

めに定められた区域である、都市機能誘導区域とします。 
 

（3）対象となる規模等 
・敷地面積が概ね 1,000 ㎡以上であること 
・地上３階以上で、耐火建築物または準耐火建築物であること 
・建ぺい率に応じた一定以上の空地が確保されていること 
・敷地が原則として幅員６ｍ以上の道路に４ｍ以上接すること 
 

（4）補助対象 
・調査設計計画（基本構想作成、事業計画作成、地盤調査、建築設計） 
・土地整備（補償費、建築物除却等費） 
・共同施設整備（空地等の整備、供給処理施設、共用通⾏部分整備費等） 
 

（5）補助率 
・国：1/3、地方 1/3(県 1/6・市 1/6)、⺠間事業者等：1/3 等 

 ＊⻑期優良住宅の整備を含む場合、国：2/5、地方 2/5、⺠間事業者等：1/5 
 （土地整備、共同施設整備が対象） 
 

 

 

 

  

※国土交通省ホームページより 
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参考資料：補助要綱（案） 
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